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【誤訳訂正書】
【提出日】平成30年4月16日(2018.4.16)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　他の実施態様において、本発明は薬学的組成物に関連し、ここで上記組成物は、物理的
な混合物（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｍｉｘｔｕｒｅ）からなる。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）ラデゾリド、または薬学的に許容され得るその塩、
（ｂ）ヒドロキシプロピルメチルセルロースポリマー、
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（ｃ）クロスカルメロースナトリウム、
（ｄ）コロイド状二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、およびそれらの混合物から
選択される、滑沢剤、
（ｅ）微晶質セルロース、および
（ｆ）ラクトース一水和物、第二リン酸カルシウム、およびそれらの混合物から選択され
る、充填剤
を含む物理的な混合物からなる、薬学的組成物。
【請求項２】
（ａ）ラデゾリド、または薬学的に許容され得るその塩、
（ｂ）ヒドロキシプロピルメチルセルロースポリマー、
（ｃ）クロスカルメロースナトリウム、
（ｄ）コロイド状二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、およびそれらの混合物から
選択される、滑沢剤、および
（ｅ）ラクトース一水和物、第二リン酸カルシウム、およびそれらの混合物から選択され
る、充填剤
を含む物理的な混合物からなる、薬学的組成物。
【請求項３】
　前記ラデゾリドは、薬学的有効量を含む、請求項１または２に記載の薬学的組成物。
【請求項４】
　前記ラデゾリドは、予防的有効量を含む、請求項１または２に記載の薬学的組成物。
【請求項５】
　前記薬学的に許容され得る塩は、塩酸塩である、請求項１～４のいずれか１項に記載の
薬学的組成物。
【請求項６】
　前記ラデゾリドは、ラデゾリド一塩酸塩である、請求項１～５のいずれか１項に記載の
薬学的組成物。
【請求項７】
　前記ヒドロキシプロピルメチルセルロースポリマーは、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロースアセテートスクシネート（ＨＰＭＣＡＳ）である、請求項１～６のいずれか１項に
記載の薬学的組成物。
【請求項８】
　前記ＨＰＭＣＡＳは、ＨＰＭＣＡＳ－Ｍ、ＨＰＭＣＡＳ－Ｈ、およびそれらの混合物か
ら選択される、請求項７に記載の薬学的組成物。
【請求項９】
　以下；
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【表１】

を含む物理的な混合物からなる、薬学的組成物。
【請求項１０】
　患者において微生物感染症を処置するための、請求項１～９のいずれか１項に記載の薬
学的組成物。
【請求項１１】
　患者において微生物感染症を防止するための、請求項１～９のいずれか１項に記載の薬
学的組成物。
【請求項１２】
　患者において微生物感染症のリスクを低減するための、請求項１～９のいずれか１項に
記載の薬学的組成物。
【請求項１３】
　患者において微生物感染症を処置するための請求項１～９のいずれか１項に記載の薬学
的組成物の製造におけるラデゾリドの使用。
【請求項１４】
　患者において微生物感染症を防止するための請求項１～９のいずれか１項に記載の薬学
的組成物の製造におけるラデゾリドの使用。
【請求項１５】
　患者において微生物感染症のリスクを低減するための請求項１～９のいずれか１項に記
載の薬学的組成物の製造におけるラデゾリドの使用。
【請求項１６】
　前記患者は、ヒトまたは動物である、請求項１０～１２のいずれか１項に記載の薬学的
組成物。
【請求項１７】
　前記患者は、ヒトである、請求項１０～１２のいずれか１項に記載の薬学的組成物。
【請求項１８】
　前記患者は、ヒトまたは動物である、請求項１３～１５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１９】
　前記患者は、ヒトである、請求項１３～１５のいずれか１項に記載の使用。
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